
申込フォーム→

変更申請
↓

南福崎公民館
豊田公民館
亀崎公民館
北福崎公民館
川越町役場

午後１時～１時30分
午後１時50分～２時20分
午後１時10分～１時20分
午後１時40分～２時
午後２時20分～３時

４月６日（月）

４月７日（火）

実施日 場 　所 時　　間

問合せ先　健康推進課　℡３６５・１３９９

【相談先一覧】
相談内容

その他の相談窓口

相談先 電話番号

こころの悩み相談

自殺予防・自死遺族
電話相談

自殺予防夜間・
休日電話相談

ひきこもり・依存症
専門電話相談

こころの悩みの傾聴

♯いのちＳＯＳ

三重いのちの電話

桑名保健所

こころの健康センター

こころの傾聴テレフォン

24時間

18：00～ 23：00

８：30～ 17：15（平日）

13：00～ 16：00（平日）

10：00～ 16：00（平日）

９：00～ 16：00（月～金）
※依存症は13：00~16：00（水曜日）

16：00～ 24：00（平日）
９：00～ 24：00（土日祝）

０１２０・０６１・３３８
お  も  い 　さ  さえる

０５９・２２１・２５２５

０５９４・２４・３６２０

０１２０・０１・７８２３

０５７０・０６４・５５６

０５９・２５３・７８２６

０５９・２２３・５２３７

受付時間

３月は自殺対策強化月間 ～言葉にしたら、
気持ちが少し軽くなった～

・気づき：家族や仲間の変化に気づいて、声をかける
・傾　聴：本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
・つなぎ：早めに専門家に相談するよう促す
・見守る：温かく寄り添いながらじっくり見守る

大切な人が悩んでいることに気づいたら
一歩勇気を出して声をかけてみませんか

あなたにもできる
自殺予防のための行動

厚生労働省 まもろうよ こころ
悩みや不安を抱えて困っているときには、気軽に相談
できる場所があります。相談方法もいろいろなものが
あるので、ご希望の窓口を選んで話してみませんか？

　春は気候や生活環境の変化が多い季節です。日々の生活の中で、知らず知らずのうちにこころの疲れが
たまっていませんか？三重県では、様々な悩みに応じた相談窓口があります。人に話すことで、心が軽く
なるかもしれません。1人で悩まず一度相談してみませんか。

　高松の内田家、南内田家より寄贈いただいた貴重な古文書の調査を行い、「高松村関係文書」の史料目録
を作成しました。
　調査報告書の刊行にあたり、調査に携わった先生からかつての村の歴史や新田開発の様子などを学ぶ報
告会を開催します。町の歴史にふれるまたとない機会です。どうぞお気軽にご参加ください。

日　　時　３月17日（火）　午前10時～ 11時30分
　　　　　事前申込制（席に余裕がある場合は当日参加可）
場　　所　役場２階大会議室
講　　師　藤谷　彰氏（元三重県文化振興課歴史公文書班職員）
申込方法　申込フォーム、生涯学習課窓口または電話
参 加 費　無料

問合せ先　生涯学習課　℡３６６・７１４０

文化財調査報告会を開催します

　狂犬病の予防注射を毎年１回受けさせることが法律で義務づけられています。犬の登録をされている方には狂犬
病予防注射済票交付申請書（ハガキ）を送付しますので、ハガキを持参のうえ、いずれかの実施場所にお越しください。
お住まいの地区は問いません。また、ハガキに記載されている犬が死亡している場合や、所有者が変わっている場
合は下記QRコードから変更申請を行ってください。
　４月に入ってもハガキが届かない場合は、お問い合わせください。
■実施場所（集合注射会場）

■持ち物
①令和８年度狂犬病予防注射済票交付申請書（ハガキ）
②予防注射料金（１頭につき）登録犬3,650円、未登録犬6,650円（登録手数料3,000円含む）
　※集合注射会場での費用です。動物病院では費用が異なる場合があります。
③ふん等を処理する道具（飼い主の方が必ず持ち帰ってください）
■お願い
　•当日はおつりのないようご協力ください。
　•犬を制御できる方がお連れいただくようお願いします。（注射できない場合があります）

犬の登録はわすれずに！
　犬を飼う時には、犬の登録を行うことが狂犬病予防法で定められています。登録がまだの方は、生活環境課で登録手
続きを行ってください。また、迷子になったときのために、鑑札や注射済票を首輪に付けるようにしましょう。
問合せ先　生活環境課　℡３６６・７１６３

狂犬病の予防注射は毎年１回、４月～６月に受けましょう！
狂犬病の予防集合注射を実施します 

ハガキを持参のうえ、動物病院で予防
注射を受けてください。
注射済票は、動物病院または役場で交
付します。
予防注射の料金は、集合注射と異なる
場合があります。

集合注射会場に行けない方

みえ森と緑の県民税交付金事業

狂犬病予防注射済
令和８年度

第１１１１号
三重県 川越町

みえ森と緑の県民税とは？
平成26年度から、県が独自に徴収している税金です。
税収は、県と市町が災害発生リスクを軽減するための「災害に強い森林づくり」と、森林づくり
を将来に引き継いでいくための「県民全体で森林を支える社会づくり」に活用しています。

みえ森と緑の県民税市町交付金を活用したこれまでの事業紹介
•小中学校自然教室事業
　小学５年生・中学１年生を対象に、１泊２日の集団生活を送る中で、オリエンテー
リングや自然観察など自然と触れ合う活動を実施しました。

•ボランティア活動拠点施設（ささえあい）建設事業
　幅広い年齢層が利用するボランティア施設のホール及び活動室の腰壁と床を木質化し、温かみのある空間を
整備しました。

•あいあいホール改修事業
　あいあいホールのエントランスホール及び２階ロビーを一部木質化し、木のぬくもりの良さを感じてもらえ
る空間を整備しました。

•児童館広場芝生化事業
　緑の自然環境を大切に思う気持ちを育み、緑にふれあうことを目的に児童館の広場に芝生を整備しました。

問合せ先　産業建設課　℡３６６・７１１７

42026年3月号5 2026年3月号


